
稚内港港湾計画書 

－軽易な変更－ 

令和 7 年 11 月 

稚内港港湾管理者 

稚   内   市 



本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、  

平成２６年 ２月 稚内市地方港湾審議会  

平成２６年 ３月 交通政策審議会第５５回港湾分科会  

の議を経た稚内港の港湾計画の軽易な変更をするものである。
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変更理由

北地区において、増大する旅客需要等に対応し、交流厚生施設

の機能充実を図るため、港湾環境整備施設計画及び土地利用計画

を変更する。 
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港湾の環境の整備及び保全 

１ 港湾環境整備施設計画 

  北地区において、増大する旅客需要等に対応するため、港湾環

境整備施設計画を変更する。

緑地 面積 ６ｈａ（うち既設５ｈａ）[既設の変更計画] 

既定計画 

緑地 ６ｈａ（うち既設５ｈａ） 
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土地造成及び土地利用計画

港湾施設の計画に対応するため、土地利用計画を次のとおり変

更する。 

 （単位：ha） 

用途

地区名 

埠頭 

用地 

港湾 

関連 

用地 

交流 

厚生 

用地 

工業 

用地 

都市 

機能 

用地 

交通 

機能 

用地 

危険物

取扱施

設用地

緑地 

海面 

処分 

用地 

合計 

北地区 
（8）

8

（5）

5

（4）

4
  

（3）

3

（6）

6

（25） 

25

注 1）（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に、特に密接に関連する土地利用計画で内数である。 

注 2）端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

注 3）今回の変更に係る区域のみ記述した。 
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稚内漁 同組合稚内漁 同組合

旅客ターミナル旅客ターミナル

ハートランドフェリー
稚内フェリーターミナル
ハートランドフェリー
稚内フェリーターミナル

中 央 埠 頭中 央 埠 頭

湾合同庁舎湾合同庁舎

開運一丁目開運一丁目

稚内市温水プール稚内市温水プール

開運二丁目開運二丁目

中央一丁目中央一丁目

中央二丁目中央二丁目

中央三丁目中央三丁目

埠頭用地　2.6ha

埠頭用地　3.7ha

港湾関連用地　2.5ha

交流厚生用地
2.0ha

交流厚生用地
2.2ha
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緑地
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緑地
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埠頭用地　0.6ha

埠頭用地　0.3ha

北防波堤ドーム　427m

交流厚生用地　0.1ha

臨港道路恵比須線（区間A）

交通機能用地 0.4ha

臨港道路北埠頭線

交通機能用地 0.1ha
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観測期間 2021年～2024年（1日24回観測）
方位別全風向割合（％）
風速10m/sec以上の方向別風向割合（％）

風向頻度図

静穏
0.1％


